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   船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年６月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（防波堤） 

発生日時 平成２６年９月３０日 ０４時２５分ごろ 

発生場所 大分県大分市大分港乙津
お と づ

西防波堤 

 大分港乙津西防波堤灯台から真方位１９２°４０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°１６.６１′ 東経１３１°３９.５５′） 

事故調査の経過  平成２６年９月３０日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 第二海
かい

福
ふく

丸、４９９トン 

 １３３６２５、有限会社ヤマフジ 

 ７２.４５ｍ（Lr）×１２.００ｍ×７.０５ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３５kＷ、平成５年１１月４日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７２歳 

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和４５年２月１３日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２６年３月２５日 

  免状有効期間満了日 平成３１年４月２６日 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 バルバスバウに擦過傷、船首外板に凹損 

防波堤 海面下に破口、上面角部に欠損 

 事故の経過  本船は、船長ほか３人が乗り組み、スラブ（鋼片）約１,４９８ｔ

を積載し、船首約３.４５ｍ、船尾約４.２０ｍの喫水により、平成２

６年９月３０日０４時１０分ごろ、阪神港大阪区へ向けて大分港乙津

泊地成品岸壁を出港した。 

 船長は、単独で船橋当直につき、離岸後約４００ｍの間を約３ノッ

ト（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で航行した後、半速力前進

の約６kn で大分港乙津泊地の水路の中央付近を北進中、前方に船首を

西方に向けて錨泊している船（以下「錨泊船」という。）の甲板上の

作業灯が点
つ

いていることから、錨泊船が港内シフトをする準備をして

いるかもしれないと思ったが、揚錨機の近くに人がいなかったので、

錨泊船の船首方を通過できると思い、左舵を取って進路を変えた。 

 船長は、錨泊船を見ながら、通航の妨げになるところに停泊をする
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船だと怒りを覚えたが、本船の左舷前方に大分港新日鐵住金重油シー

バース灯（以下「本件灯標」という。）が発するモールス符号灯光を

認めたので、少し右舵を取って避けたところ、またすぐ前方至近に小

型浮標の灯光を認めたので、小型浮標を避けることに気を取られた。 

 船長は、続けて二つの灯標を避けたことに安堵
あ ん ど

していたところ、約

１００ｍ前方の大分港乙津西防波堤灯台（以下「赤灯台」という。）

に気付き、急いで全速力後進としたが、０４時２５分ごろ、本船は乙

津西防波堤に衝突した。 

 本船は、後進して大分港乙津泊地に戻り、船長は船首の損傷部を調

査し、浸水のないことを確認して海上保安庁に事故の発生を通報し

た。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 船首損傷部 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の末期 

 その他の事項 

 

船長は、本船には１か月間の臨時雇用であったが、約４０年前から

内航船に乗っており、大分港乙津泊地に出入航したことは何度もあっ

た。 

本船が、大分港乙津泊地に入航した際、水路上に錨泊船はいなかっ

た。 

船長は、２９日の夕方に山口県山陽小野田市小野田港で荷役監督を

行った後、３０日０１時３０分ごろ大分港に到着し、継続して荷役監

督作業を続けていたため、疲れを感じており、早く港外に出て次直者

に交替して休憩しようと思い、通常は約３～４kn の港内速力を約６kn

に上げて航行していた。 

船長は、離岸後、約２００ｍ北進したところで、船首及び船尾にい

た乗組員の見張り配置を解いていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、大分港乙津泊地の水路の中央付近を北進中、船長が、前路

の錨泊船を避けようと思い、左舵を取って錨泊船の船首方を通過した

ところ、本件灯標と小型浮標を至近に認め、これらを避けることに意

識を向け、船首方の赤灯台に気付くのが遅れ、全速力後進としたが、

行きあしが止まらず乙津西防波堤に衝突したものと考えられる。 

 船長が、前日から継続して行った荷役監督作業により、疲労が蓄積

していたことに加え、本船の通航の妨げとなる水路の中央にいた錨泊

船に怒りを覚えたことから、冷静に状況判断ができなくなっていた可

能性があるものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、大分港乙津泊地の水路の中央付近を北進
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中、船長が、前路の錨泊船を避けようと思い、左舵を取って錨泊船の

船首方を通過したところ、本件灯標と小型浮標を至近に認め、これら

を避けることに意識を向け、船首方の赤灯台に気付くのが遅れ、全速

力後進としたが、行きあしが止まらず乙津西防波堤に衝突したことに

より発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・当直者は、見張りを適切に行うこと。 

・港内速力は微速力前進とすることが望ましい。 

・船長は、港内を航行する場合、できる限り見張りを配置すること

が望ましい。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ 船首損傷部 

 
                                            

 

海面下のバルバスバウに擦

過傷があった。 

船首外板に凹損 


